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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信相手から受信したパイロット信号の受信品質を測定する測定手段と、
　複数のビットから構成され、かつ前記受信品質を示す情報を拡散する拡散手段と、
　拡散した前記情報を前記通信相手に送信する送信手段と、を具備し、
　前記拡散手段は、前記複数のビットのうち、上位のビットを下位のビットよりも拡散率
の高い拡散コードで前記情報を拡散する、
　送信装置。
【請求項２】
　前記拡散手段は、前記複数のビットのうち、受信品質が良いことを示すビットほど拡散
率の高い拡散コードで前記情報を拡散する、
　請求項１記載の送信装置。
【請求項３】
　前記情報は、前記受信品質に基づいて設定される変調方式と伝送レートを示す、
　請求項１または２に記載の送信装置。
【請求項４】
　パイロット信号を通信相手に送信する送信手段と、
　前記パイロット信号の受信品質を示す情報を前記通信相手から受信する受信手段と、を
具備し、
　前記情報は複数のビットから構成されており、当該複数のビットのうち、上位のビット
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が下位のビットよりも拡散率の高い拡散コードで拡散されている、
　受信装置。
【請求項５】
　受信した前記情報に基づいてスケジューリングを行うスケジューリング手段、をさらに
具備する、
　請求項４記載の受信装置。
【請求項６】
　前記情報は、前記受信品質に基づいて設定される変調方式と伝送レートを示し、
　受信した前記情報に基いて変調方式と伝送レートを制御する制御手段、をさらに具備す
る、
　請求項４または５に記載の受信装置。
【請求項７】
　第１の通信装置と第２の通信装置とを備えた無線通信システムであって、
　前記第１の通信装置は、前記第２の通信装置から受信したパイロット信号の受信品質を
測定する測定手段と、複数のビットから構成され、かつ前記受信品質を示す情報を拡散す
る拡散手段と、拡散した前記情報を前記第２の通信装置に送信する送信手段と、を具備し
、
　前記第２の通信装置は、前記パイロット信号を前記第１の通信装置に送信する送信手段
と、前記パイロット信号の受信品質を示す情報を前記第１の通信装置から受信する受信手
段と、を具備し、
　前記拡散手段は、前記複数のビットのうち、上位のビットを下位のビットよりも拡散率
の高い拡散コードで前記情報を拡散する、
　無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、セルラー通信システムに用いられる送信装置、受信装置および無線通信シス
テムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
セルラー通信システムは、１つの基地局が複数の通信端末と同時に無線通信を行うもので
、近年の需要増加に伴い、伝送効率を高めることが要求されている。
【０００３】
基地局から通信端末への下り回線の伝送効率を高める技術としてＨＤＲ（High Data Rate
）が提案されている。ＨＤＲは、基地局が通信リソースを時間分割して各通信端末に割り
振るスケジューリングを行い、さらに下り回線の回線品質に従って通信端末毎に伝送レー
トを設定してデータを送信する方法である。
【０００４】
以下、基地局と通信端末とが、ＨＤＲにおいて無線通信を行う動作について、説明する。
まず、基地局が各通信端末にパイロット信号を送信する。各通信端末は、パイロット信号
に基づくＣＩＲ（希望波対干渉波比）等により下り回線の回線品質を推定し、通信可能な
伝送レートを求める。そして、各通信端末は、通信可能な伝送レートに基づいて、パケッ
ト長、符号化方式および変調方式の組み合わせである通信モードを選択し、通信モードを
示すデータレートコントロール（以下「ＤＲＣ」という。）信号を基地局に送信する。
【０００５】
なお、各システムにおける使用可能な変調方式の種類は、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡ
Ｍ、６４ＱＡＭ等、予め決められている。また、各システムにおける使用可能な符号化の
種類は、１／２ターボ符号、１／３ターボ符号、３／４ターボ符号等、予め決められてい
る。そして、これらパケット長、変調方式、符号化方式の組み合わせにより、各システム
における使用可能な伝送レートが複数定められている。各通信端末は、それらの組み合わ
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せの中から、下り回線の現在の回線品質において最も効率よく通信を行える組み合わせを
選択し、選択した通信モードを示すＤＲＣ信号を基地局に送信する。一般的にＤＲＣ信号
は１～Ｎの番号により表されており、番号が大きくなるほど下り回線の回線品質が良いこ
とを示す。
【０００６】
基地局は、各通信端末から送信されたＤＲＣ信号に基づいてスケジューリングを行ない、
通信端末毎に伝送レートを設定し、コントロールチャネルを通して各通信端末に各通信端
末への通信リソースの割り振りを示す信号を報知する。一般的に、基地局は、システムの
伝送効率の向上を考慮して、下り回線の回線品質が最良の通信端末、すなわち、最も番号
の大きなＤＲＣ信号を送信した通信端末に優先的に通信リソースを割り振る。
【０００７】
そして、基地局は、割り振った時間において該当する通信端末に対してのみデータを送信
する。例えば、時間ｔ1を通信端末Ａに割り振った場合、基地局は、時間ｔ1においては通
信端末Ａに対してのみデータを送信し、通信端末Ａ以外の通信端末に対してはデータを送
信しない。
【０００８】
このように、従来から、ＨＤＲにより回線品質に従って通信端末毎に伝送レートを設定し
、通信可能な伝送レートが高い通信端末に優先的に通信リソースを割り振ることにより、
システム全体としてデータの伝送効率を高めている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、通信端末から基地局へ向かう上り回線の回線状況の悪化等により、通信端
末が決定した通信モードが基地局において誤って受信されると、基地局はその誤った通信
モードでデータを送信してしまう。通信端末では決定した通信モードと送信されたデータ
の通信モードとが相違するため、データを復調および復号することができない。
【００１０】
また、上述したように基地局は、時間ｔ1を通信端末Ａに割り振った場合、時間ｔ1におい
ては通信端末Ａに対してのみデータを送信し、通信端末Ａ以外の通信端末に対してはデー
タを送信しない。
【００１１】
以上のことから、通信端末が決定した通信モードが基地局において誤って受信されると、
時間分割された通信リソースが使用されない区間が生じてしまい下り回線のスループット
が低下するという問題がある。
【００１２】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、下り回線の回線品質に基づいて各通信
端末に通信リソースが割り振られる通信システムにおいて、下り回線のスループットの低
下を防止することができる送信装置、受信装置および無線通信システムを提供することを
目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の送信装置は、通信相手から受信したパイロット信号の受信品質を測定する測定
手段と、複数のビットから構成され、かつ前記受信品質を示す情報を拡散する拡散手段と
、拡散した前記情報を前記通信相手に送信する送信手段と、を具備し、前記拡散手段は、
前記複数のビットのうち、上位のビットを下位のビットよりも拡散率の高い拡散コードで
前記情報を拡散する構成を採る。
【００１４】
　この構成によれば、受信品質を示す情報のうち、上位のビットが誤りにくくなるため、
回線のスループットの低下を防止することができる。
【００１５】
　本発明の受信装置は、パイロット信号を通信相手に送信する送信手段と、前記パイロッ
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ト信号の受信品質を示す情報を前記通信相手から受信する受信手段と、を具備し、前記情
報は複数のビットから構成されており、当該複数のビットのうち、上位のビットが下位の
ビットよりも拡散率の高い拡散コードで拡散されている構成を採る。
【００１６】
　この構成によれば、受信品質を示す情報のうち、上位のビットが誤りにくくなるため、
回線のスループットの低下を防止することができる。
【００１７】
　本発明の無線通信システムは、第１の通信装置と第２の通信装置とを備えた無線通信シ
ステムであって、前記第１の通信装置は、前記第２の通信装置から受信したパイロット信
号の受信品質を測定する測定手段と、複数のビットから構成され、かつ前記受信品質を示
す情報を拡散する拡散手段と、拡散した前記情報を前記第２の通信装置に送信する送信手
段と、を具備し、前記第２の通信装置は、前記パイロット信号を前記第１の通信装置に送
信する送信手段と、前記パイロット信号の受信品質を示す情報を前記第１の通信装置から
受信する受信手段と、を具備し、前記拡散手段は、前記複数のビットのうち、上位のビッ
トを下位のビットよりも拡散率の高い拡散コードで前記情報を拡散する構成を採る。
【００１８】
　この構成によれば、受信品質を示す情報のうち、上位のビットが誤りにくくなるため、
回線のスループットの低下を防止することができる。
【００５０】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、通信端末が、下り回線の回線品質を示す情報のうち、基地局に誤って受
信された場合に下り回線のスループットが低下する可能性が高い情報ほど伝播路において
誤りにくくして送信することにより、下り回線のスループットの低下を防止することであ
る。
【００５１】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態１）
上述したように、基地局は、下り回線の回線品質が最良の通信端末に優先的に通信リソー
スを割り振る。換言すれば、基地局は、最も番号の大きなＤＲＣ信号を選択し、その選択
したＤＲＣ信号を送信した通信端末に優先的に通信リソースを割り振る。よって、基地局
におけるＤＲＣ信号の選択頻度は、図１に示すようになる。図１は、基地局におけるＤＲ
Ｃ信号の選択頻度を示したグラフである。なお、この図では、ＤＲＣ番号には１～５が使
用されており、番号が大きいほど回線品質が良いことを示す。
【００５２】
図１に示すように、番号が大きいＤＲＣ信号ほど基地局において選択される頻度が高くな
る。つまり、下り回線の回線品質が良い通信端末ほど通信リソースが割り当てられる頻度
が高くなる。このような関係は、通信端末が多数存在して下り回線の回線品質が良い通信
端末が存在する確率が増えることにより生じるものである。
【００５３】
このように、各ＤＲＣ信号の選択頻度は、回線品質に応じて相違している。つまり、下り
回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号は選択される頻度が高くなる傾向にあるため
、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号が誤って受信されると、下り回線のス
ループットが低下する可能性が高い。また、下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ
信号は選択される頻度が低くなる傾向にあるため、下り回線の回線品質が悪いことを示す
ＤＲＣ信号が誤って受信されても、下り回線のスループットの低下に与える影響は小さい
。
【００５４】
そこで、本発明の実施の形態１に係る通信端末は、下り回線の回線品質が良いことを示す
ＤＲＣ信号ほど送信パワを高くして送信するものである。また、本発明の実施の形態１に
係る基地局は、所定のしきい値より受信パワが低いＤＲＣ信号を除外して、通信リソース
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の割り当てを行うものである。
【００５５】
図２は、本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図である。図２におい
て、割り当て部１０１は、後述する復調部１１４で抽出されたＤＲＣ信号から後述する不
使用ＤＲＣ検出部１１６で検出されたＤＲＣ信号を除外したＤＲＣ信号に基づいて各通信
端末への通信リソースの割り振りを決定する。そして、割り当て部１０１は、決定した通
信リソースの割り振りに基づいて、バッファ１０２に下り送信データの出力を指示し、適
応符号化部１０３に下り送信データの符号化方式を指示し、適応変調部１０４に下り送信
データの変調方式を指示する。
【００５６】
バッファ１０２は、下り送信データを保持し、割り当て部１０１からの指示に従って、所
定の通信端末に対する下り送信データを適応符号化部１０３に出力する。適応符号化部１
０３は、割り当て部１０１の指示に従って、バッファ１０２からの出力信号を符号化して
適応変調部１０４に出力する。適応変調部１０４は、割り当て部１０２の指示に従って、
適応符号化部１０３からの出力信号を変調して拡散部１０５に出力する。拡散部１０５は
、適応変調部１０４からの出力信号を拡散して多重部１０８に出力する。
【００５７】
変調部１０６は、パイロット信号を変調して拡散部１０７に出力する。拡散部１０７は、
変調部１０６からの出力信号を拡散して多重部１０８に出力する。
【００５８】
多重部１０８は、拡散後の下り送信データに拡散後のパイロット信号を所定の間隔で時間
多重し、送信ＲＦ部１０９に出力する。送信ＲＦ部１０９は、多重部１０８からの出力信
号の周波数を無線周波数に変換して共用器１１０に出力する。
【００５９】
共用器１１０は、送信ＲＦ部１０９からの出力信号をアンテナ１１１から通信端末に無線
送信する。また、共用器１１０は、各通信端末から無線送信され、アンテナ１１１に無線
受信された信号を受信ＲＦ部１１２に出力する。
【００６０】
受信ＲＦ部１１２は、共用器１１０から出力された無線周波数信号の周波数をベースバン
ドに変換して逆拡散部１１３に出力する。逆拡散部１１３は、ベースバンド信号を、ＤＲ
Ｃ信号を拡散している拡散コードで逆拡散して復調部１１４および受信パワ算出部１１５
に出力する。
【００６１】
復調部１１４は、逆拡散部１１３からの出力信号を復調してＤＲＣ信号を抽出し、割り当
て部１０１に出力する。
【００６２】
受信パワ算出部１１５は、逆拡散後のＤＲＣ信号の受信パワを測定し、不使用ＤＲＣ検出
部１１６に出力する。不使用ＤＲＣ検出部１１６には、後述するような所定のしきい値が
設定されており、このしきい値よりも低い受信パワのＤＲＣ信号を検出し、検出結果を割
り当て部１０１に出力する。
【００６３】
なお、逆拡散部１１３、復調部１１４、受信パワ算出部１１５および不使用ＤＲＣ検出部
１１６は、通信端末ごとに設けられており、それぞれの復調部１１４から通信端末ごとの
ＤＲＣ信号が出力され、それぞれの不使用ＤＲＣ検出部１１６から通信端末ごとの検出結
果が出力される。
【００６４】
図３は、本発明の実施の形態１に係る通信端末の構成を示すブロック図である。　図３に
おいて、通信モード決定部２０１は、後述するＣＩＲ測定部２１９にて測定されたＣＩＲ
に基づいて、変調方式と符号化方式の組み合わせを示す通信モードを決定して、ＤＲＣ信
号作成部２０２に出力する。また、通信モード決定部２０１は、決定した通信モードに基
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づいて、適応復調部２１６に下り受信データの復調方式を指示し、適応復号化部２１７に
下り受信データの復号化方式を指示する。
【００６５】
ＤＲＣ信号作成部２０２は、通信モード決定部２０１から出力された通信モードに対応す
る番号のＤＲＣ信号を作成して、変調部２０３およびＤＲＣパワ制御部２０５に出力する
。
【００６６】
変調部２０３は、ＤＲＣ信号を変調して拡散部２０４に出力する。拡散部２０４は、変調
部２０３からの出力信号を拡散してＤＲＣパワ制御部２０５に出力する。ＤＲＣパワ制御
部２０５は、ＤＲＣ番号と送信パワとの対応関係が示されている送信パワテーブル２０６
を参照して、後述するパイロットパワ制御部２０９から出力されたパイロット信号の送信
パワに基づいてＤＲＣ信号の送信パワを制御し、送信パワ制御後のＤＲＣ信号を多重部２
１０に出力する。なお、ＤＲＣ信号の送信パワの具体的な制御方法については後述する。
【００６７】
変調部２０７は、パイロット信号を変調して拡散部２０８に出力する。拡散部２０８は、
変調部２０７からの出力信号を拡散してパイロットパワ制御部２０９に出力する。パイロ
ットパワ制御部２０９は、パイロット信号の送信パワを制御して、送信パワ制御後のパイ
ロット信号を多重部２１０に出力する。また、パイロットパワ制御部２０９は、パイロッ
ト信号の送信パワをＤＲＣパワ制御部２０９に出力する。
【００６８】
多重部２１０は、送信パワ制御後のＤＲＣ信号と送信パワ制御後のパイロット信号とを所
定の間隔で時間多重し、送信ＲＦ部２１１に出力する。送信ＲＦ部２１１は、多重部２１
０からの出力信号の周波数を無線周波数に変換して共用器２１２に出力する。
【００６９】
共用器２１２は、送信ＲＦ部２１１からの出力信号をアンテナ２１３から基地局に無線送
信する。また、共用器２１２は、基地局から無線送信され、アンテナ２１３に無線受信さ
れた信号を受信ＲＦ部２１４に出力する。
【００７０】
受信ＲＦ部２１４は、共用器２１２から出力された無線周波数信号の周波数をベースバン
ドに変換し、逆拡散部２１５および逆拡散部２１８に出力する。
【００７１】
逆拡散部２１５は、ベースバンド信号のデータ成分を逆拡散して適応復調部２１６に出力
する。適応復調部２１６は、通信モード決定部２０１の指示に従って、逆拡散部２１５か
らの出力信号を復調して適応復号化部２１７に出力する。適応復号化部２１７は、通信モ
ード決定部２０１の指示に従って、適応復調部２１６からの出力信号を復号して、受信デ
ータを得る。
【００７２】
逆拡散部２１８は、ベースバンド信号のパイロット信号成分を逆拡散してＣＩＲ測定部２
１９に出力する。ＣＩＲ測定部２１９は、逆拡散部２１８から出力されたパイロット信号
のＣＩＲを測定して通信モード決定部２０１に出力する。
【００７３】
次に、上記図２に示した基地局と上記図３に示した通信端末との間における信号の送受の
手順について説明する。
【００７４】
まず、通信開始時に、基地局の変調部１０６にてパイロット信号が変調され、拡散部１０
７にて拡散され、多重部１０８に出力される。多重部１０８からは拡散後のパイロット信
号のみが送信ＲＦ部１０９に出力される。拡散後のパイロット信号は、送信ＲＦ部１０９
にて無線周波数に周波数変換され、共用器１１０を介してアンテナ１１１から各通信端末
に無線送信される。
【００７５】
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基地局から無線送信されたパイロット信号成分のみの無線信号は、通信端末のアンテナ２
１３に受信され、共用器２１２を介し、受信ＲＦ部２１４にてベースバンドに周波数変換
される。ベースバンド信号のパイロット信号成分は、逆拡散部２１８にて逆拡散され、Ｃ
ＩＲ測定部２１９に出力される。
【００７６】
次に、ＣＩＲ測定部２１９において、逆拡散部２１８から出力されたパイロット信号のＣ
ＩＲが測定され、通信モード決定部２０１にて、ＣＩＲに基づいて通信モードが決定され
る。そして、ＤＲＣ信号作成部２０２にて、通信モードに対応する番号のＤＲＣ信号が作
成される。
【００７７】
ＤＲＣ信号は、変調部２０３にて変調され、拡散部２０４にて拡散され、ＤＲＣパワ制御
部２０５に出力される。ＤＲＣパワ制御部２０５においては、パイロットパワ制御部２０
９から出力されるパイロット信号の送信パワと送信パワテーブル２０６に予め設定されて
いるパイロット信号の送信パワとＤＲＣ信号の送信パワとの比に基づいて、ＤＲＣ信号の
送信パワが制御される。
【００７８】
以下、送信パワテーブル２０６の設定内容について説明する。図４は、本発明の実施の形
態１に係る通信端末が備える送信パワテーブルの内容を示す図である。
【００７９】
送信パワテーブル２０６には、ＤＲＣ番号とＤＲＣ信号の送信パワとの対応関係が示され
ており、ＤＲＣ番号が大きくなるほど送信パワが高くなるように設定されている。なお、
ここでは、ＤＲＣ番号には１～５が使用されており、番号が大きいほど下り回線の回線品
質が良いことを示すものとする。つまり、送信パワテーブル２０６には、下り回線の回線
品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほど送信パワが高くなるように設定されている。
【００８０】
上述したように下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほど基地局において選択
される頻度が高くなる傾向があるため、本実施の形態では、下り回線の回線品質が良いこ
とを示すＤＲＣ信号ほど送信パワが高くなるようにして、誤りにくくする。これにより、
下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号が誤って受信される確率を、下り回線の
回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号が誤って受信される確率よりも低くすることができ
る。換言すれば、基地局で選択される頻度が高いＤＲＣ信号が誤って受信される確率を、
基地局で選択される頻度が低いＤＲＣ信号が誤って受信される確率よりも低くすることが
できる。
【００８１】
また、送信パワテーブル２０６に設定されるＤＲＣ信号の送信パワは、パイロット信号の
送信パワとの比によって表されている。ここでは、図４に示すように、ＤＲＣ番号１～５
の真ん中に当たるＤＲＣ番号３を基準として、ＤＲＣ番号３より小さい番号を示すＤＲＣ
信号はパイロット信号の送信パワより低い送信パワで送信され、ＤＲＣ番号３より大きい
番号を示すＤＲＣ信号はパイロット信号の送信パワより高い送信パワで送信されるように
設定されている。つまり、ここでは、所定の回線品質（ここでは、ＤＲＣ番号３のＤＲＣ
信号に対応する回線品質）よりも悪い回線品質を示すＤＲＣ信号はパイロット信号の送信
パワより低い送信パワで送信され、所定の回線品質よりも良い回線品質を示すＤＲＣ信号
はパイロット信号の送信パワより高い送信パワで送信されるように設定されている。
【００８２】
このように、本実施の形態では、従来のＤＲＣ信号の送信パワ（つまり、ここでのパイロ
ット信号の送信パワ）に比べ、送信パワを増加させるＤＲＣ信号と送信パワを減少させる
ＤＲＣ信号とを設定し、ＤＲＣ信号の送信パワの増減値の合計を±０dBとすることにより
、ＤＲＣ信号の平均的な送信パワを従来と比べ一定に保ったまま、下り回線の回線品質が
良いことを示すＤＲＣ信号ほど誤りにくくすることができる。つまり、上り回線のキャパ
シティを従来に比べ減少させることなく、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信
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号ほど誤りにくくすることができる。
【００８３】
また、このように、下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号（図４においては、
ＤＲＣ番号１および２のＤＲＣ信号）は従来に比べ低い送信パワで送信されるため、基地
局から離れた位置に存在し、下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号を送信する
可能性が高い通信端末においては、消費電力を削減することができる。つまり、下り回線
の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号を送信する通信端末では、従来そもそも高い送信
パワでＤＲＣ信号を送信していたのに対して、本実施の形態によれば、ＤＲＣ信号の送信
パワをその高い送信パワよりも低くすることができるので、通信端末の消費電力を大きく
削減することができる。
【００８４】
なお、下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号は基地局において選択される頻度
がそもそも低いため、このように下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号を従来
よりも低い送信パワで送信しても、スループットの低下に与える影響はほとんどない。
【００８５】
また、本実施の形態では、上り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号（図４におい
ては、ＤＲＣ番号４および５のＤＲＣ信号）は、従来に比べ高い送信パワで送信される。
しかし、上り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号は、基地局の比較的近くに存在
する通信端末から送信される可能性が高い。また、上り回線で通常行われているパイロッ
ト信号に対する送信パワ制御により、基地局の比較的近くに存在する通信端末から送信さ
れるパイロット信号の送信パワ（つまり、従来のＤＲＣ信号の送信パワ）は、そもそも低
い。よって、上り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号を送信する通信端末では、
従来そもそも低かったＤＲＣ信号の送信パワが増加しても、ＤＲＣ信号の送信パワは依然
として低く消費電力は依然として低いため、電力消費に与える影響はほとんどない。
【００８６】
ＤＲＣパワ制御部２０５においては、パイロットパワ制御部２０９から出力されたパイロ
ット信号の送信パワが送信パワテーブル２０６に設定された比によって調節されることに
より、ＤＲＣ信号の送信パワが求められる。そして、ＤＲＣパワ制御部２０５においては
、拡散部２０４から出力されたＤＲＣ信号の送信パワがこの求められた送信パワに制御さ
れ、送信パワ制御後のＤＲＣ信号が多重部２１０に出力される。具体的には、例えば、Ｄ
ＲＣ信号作成部２０２からＤＲＣパワ制御部２０５に出力されたＤＲＣ信号の番号が５で
ある場合には、拡散部２０４から出力されたＤＲＣ信号の送信パワは、パイロットパワ制
御部２０９から出力されたパイロット信号の送信パワよりも２dB低い送信パワに制御され
る。
【００８７】
送信パワ制御後のＤＲＣ信号は、多重部２１０においてパイロット信号と多重され、送信
ＲＦ部２１１にて無線周波数に周波数変換され、共用器２１２を介してアンテナ２１３か
ら基地局に無線送信される。
【００８８】
通信端末から無線送信された信号は、基地局のアンテナ１１１に受信され、共用器１１０
を介して受信ＲＦ部１１２に入力される。受信ＲＦ部１１２に入力された信号は、ベース
バンドに周波数変換され、逆拡散部１１３にてＤＲＣ信号を拡散している拡散コードで逆
拡散され、復調部１１４および受信パワ算出部１１５に出力される。
【００８９】
復調部１１４では、逆拡散部１１３からの出力信号が復調されてＤＲＣ信号が抽出され、
割り当て部１０１に出力される。
【００９０】
ここで、通信端末では、下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号は従来に比べ低
い送信パワで送信されるため、基地局では下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信
号が誤って受信される確率が高くなる。また、誤って受信されたＤＲＣ信号に基づいて通
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信リソースの割り振りが行われると、上述したように、下り回線のスループットが低下す
る。
【００９１】
そこで、受信パワ算出部１１５では、逆拡散後のＤＲＣ信号の受信パワが測定され、不使
用ＤＲＣ検出部１１６に出力される。不使用ＤＲＣ検出部１１６には、下り回線の回線品
質が最も悪いことを示すＤＲＣ信号（図４では、ＤＲＣ番号１のＤＲＣ信号）に誤りが発
生しない最低の受信パワがしきい値として予め設定されている。そして、不使用ＤＲＣ検
出部１１６では、このしきい値よりも小さい受信パワのＤＲＣ信号が検出されて、検出結
果が割り当て部１０１に出力される。不使用ＤＲＣ検出部１１６で検出されたＤＲＣ信号
は、割り当て部１０１が通信リソースの割り振りを決定する際に用いないＤＲＣ信号であ
る。
【００９２】
割り当て部１０１では、復調部１１４で抽出されたＤＲＣ信号から不使用ＤＲＣ検出部１
１６で検出されたＤＲＣ信号が除外された残りのＤＲＣ信号に基づいて各通信端末への通
信リソースの割り振りが決定される。
【００９３】
このように、本実施の形態に係る基地局では、下り回線の回線品質が最も悪いことを示す
ＤＲＣ信号が誤って受信されない最低の受信パワよりも低い受信パワのＤＲＣ信号を除外
する。すなわち、本実施の形態に係る基地局では、誤りが発生しやすい通知信号を除外し
て下り回線の通信リソースの割り振りを決定する。このため、本実施の形態に係る基地局
よれば、下り回線の回線品質が悪いことを示すＤＲＣ信号が従来に比べ低い送信パワで送
信されても、誤ったＤＲＣ信号に基づいて通信リソースの割り振りが決定されることを防
止することができる。
【００９４】
このように、本実施の形態によれば、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほ
ど送信パワを高くして送信するため、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほ
ど誤りにくくすることができ、基地局において選択される頻度の高いＤＲＣ信号の誤り発
生率を低くすることができる。これにより、誤ったＤＲＣ信号に基づいて通信リソースの
割り振りが決定される可能性を低くすることができるので、下り回線のスループットの低
下を防止することができる。
【００９５】
なお、本実施の形態に係る基地局を図５に示すような構成としてもよい。図５は、本発明
の実施の形態１に係る基地局の別の構成を示すブロック図である。すなわち、図２に示し
た受信パワ算出部１１５および不使用ＤＲＣ検出部１１６に代えて、尤度算出部３０１お
よび不使用ＤＲＣ検出部３０２を備えて基地局を構成するようにしてもよい。なお、以下
の説明では、図２と同じ構成には図２と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【００９６】
図５において、尤度算出部３０１は、ＤＲＣ信号の確からしさの度合いを示す尤度を算出
し、不使用ＤＲＣ検出部３０２に出力する。不使用ＤＲＣ検出部３０２には、下り回線の
回線品質が最も悪いことを示すＤＲＣ信号に誤りが発生しない最低の尤度がしきい値とし
て予め設定されている。そして、不使用ＤＲＣ検出部３０２では、このしきい値よりも小
さい尤度のＤＲＣ信号が検出されて、検出結果が割り当て部１０１に出力される。
【００９７】
このように本実施の形態に係る基地局を図５に示すような構成とした場合にも、上記同様
の効果を呈する。
【００９８】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２に係る通信端末は、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信
号ほど、他のＤＲＣ信号の符号語に対する最小符号間距離が大きい符号語に変換して送信
するものである。
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【００９９】
図６は、本発明の実施の形態２に係る通信端末の構成を示すブロック図である。この図に
示すように本実施の形態に係る通信端末は、図３に示す変調部２０３、拡散部２０４、Ｄ
ＲＣパワ制御部２０５および送信パワテーブル２０６に代えて、符号語選択部４０１、符
号語テーブル４０２、変調部４０３および拡散部４０４を備えて構成される。なお、以下
の説明では、図３と同じ構成には図３と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１００】
符号語選択部４０１は、符号語テーブル４０２を参照して、ＤＲＣ信号作成部２０２で作
成されたＤＲＣ信号を、所定の符号語に変換して、変調部４０３に出力する。変調部４０
３は、符号語を変調して拡散部４０４に出力する。拡散部４０４は、変調部４０３からの
出力信号を拡散して多重部２１０に出力する。
【０１０１】
次に、本実施の形態に係る通信端末の動作について説明する。
まず、符号語テーブル４０２の設定内容について説明する。図７は、本発明の実施の形態
２に係る通信端末が備える符号語テーブルの内容を示す図である。
【０１０２】
符号語テーブル４０２には、ＤＲＣ番号とＤＲＣ信号変換後の符号語との対応関係が示さ
れており、ＤＲＣ番号が大きくなるほど、最小符号間距離が大きい符号語に変換されるよ
うに設定されている。なお、ここでは、ＤＲＣ番号には１～５が使用されており、番号が
大きいほど下り回線の回線品質が良いことを示すものとする。つまり、符号語テーブル４
０２には、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほど、最小符号間距離が大き
い符号語に変換されるように設定されている。
【０１０３】
ここで、符号間距離とは、各符号語間において相違するビット数であり、最小符号間距離
とは、ある符号語が他のすべての符号語に対して相違する最低のビット数である。具体的
には、ＤＲＣ番号５のＤＲＣ信号に対応する符号語は'111111111'であり、この符号語'11
1111111'は、ＤＲＣ番号１～４のＤＲＣ信号に対応する符号語のいずれと比較した場合に
も、最低でも６ビット相違する。よって、ＤＲＣ番号５のＤＲＣ信号に対応する符号語の
最小符号間距離は６である。同様に、ＤＲＣ番号４のＤＲＣ信号に対応する符号語の最小
符号間距離は３である。
【０１０４】
よって、ＤＲＣ番号５のＤＲＣ信号に対応する符号語は、ＤＲＣ番号４のＤＲＣ信号に対
応する符号語よりも、他の符号語に誤りにくくなる。つまり、最小符号間距離が大きい符
号語ほど、他の符号語に誤りにくくなる。
【０１０５】
符号語選択部４０１においては、ＤＲＣ信号作成部２０２から出力されたＤＲＣ信号が符
号語テーブル４０２に設定された符号語に変換されて、変調部４０３に出力される。具体
的には、例えば、ＤＲＣ信号作成部２０２から出力されたＤＲＣ信号が番号５のＤＲＣ信
号である場合には、符号語'111111111'に変換される。
【０１０６】
変換後の符号語は、変調部４０３において変調され、拡散部４０４において拡散される。
拡散後の符号語は、多重部２１０においてパイロット信号と多重され、送信ＲＦ部２１１
にて無線周波数に周波数変換され、共用器２１２を介してアンテナ２１３から基地局に無
線送信される。
【０１０７】
このように、本実施の形態によれば、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほ
ど、他のＤＲＣ信号の符号語に対する最小符号間距離が大きい符号語に変換して送信する
ため、下り回線の回線品質が良いことを示すＤＲＣ信号ほど誤りにくくすることができ、
基地局において選択される頻度の高いＤＲＣ信号の誤り発生率を低くすることができる。
これにより、誤ったＤＲＣ信号に基づいて通信リソースの割り振りが決定される可能性を
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低くすることができるので、下り回線のスループットの低下を防止することができる。
【０１０８】
また、本実施の形態によれば、ＤＲＣ信号の送信パワを増加させることなく基地局におい
て選択される頻度の高いＤＲＣ信号の誤り発生率を低くすることができるため、通信端末
の消費電力を増加させることなく、誤ったＤＲＣ信号に基づいて通信リソースの割り振り
が決定される可能性を低くすることができる。
【０１０９】
また、本実施の形態によれば、符号語の符号長を一定にしたまま各ＤＲＣ信号に対応する
符号語の誤りにくさを変えることができるため、基地局では、各符号長に応じて復調系統
を複数備える必要がないので、基地局の装置構成を簡易にすることができる。
【０１１０】
（実施の形態３）
本発明の実施の形態３に係る基地局は、通信リソースの割り振りが決定される際に除外さ
れるＤＲＣ信号の発生率に基づいてテーブル書き換えのための制御信号を通信端末へ送信
し、本発明の実施の形態３に係る通信端末は、基地局から送信された制御信号に基づいて
送信パワテーブルまたは符号語テーブルの内容を書き換えるものである。
【０１１１】
図８は、本発明の実施の形態３に係る基地局の構成を示すブロック図である。この図に示
すように本実施の形態に係る基地局は、図２に示す構成に、さらに検出率算出部５０１、
制御信号作成部５０２、変調部５０３および拡散部５０４を備えて構成される。なお、以
下の説明では、図２と同じ構成には図２と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１１２】
図８において、検出率算出部５０１は、不使用ＤＲＣ検出部１１６での検出率を算出し、
制御信号作成部５０２に出力する。すなわち、検出率算出部５０１は、通信リソースの割
り振りが決定される際に除外されるＤＲＣ信号の発生率を算出する。制御信号作成部５０
２は、検出率に基づいてテーブル書き換えのための制御信号（以下「テーブル書き換え信
号」という。）を作成し変調部５０３へ出力する。変調部５０３は、テーブル書き換え信
号を変調し、拡散部５０４へ出力する。拡散部５０４は、変調部５０３からの出力信号を
拡散して多重部１０８に出力する。
【０１１３】
図９は、本発明の実施の形態３に係る通信端末の構成を示すブロック図である。この図に
示すように本実施の形態に係る通信端末は、図３に示す構成に、さらに逆拡散部６０１、
復調部６０２およびテーブル書き換え部６０３を備えて構成される。なお、以下の説明で
は、図３と同じ構成には図３と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１１４】
図９において、逆拡散部６０１は、ベースバンド信号を、テーブル書き換え信号を拡散し
ている拡散コードで逆拡散して復調部６０２に出力する。復調部６０２は、逆拡散部６０
１からの出力信号を復調してテーブル書き換え信号を抽出して、テーブル書き換え部６０
３へ出力する。テーブル書き換え部６０３は、テーブル書き換え信号に従って送信パワテ
ーブルの内容を書き換える。
【０１１５】
次に、上記図８に示した基地局と上記図９に示した通信端末との間における信号の送受の
手順について説明する。
【０１１６】
まず、基地局の検出率算出部５０１において、不使用ＤＲＣ検出部１１６での検出率が算
出されて、制御信号作成部５０２へ出力される。検出率は、例えば、所定の時間における
検出回数から算出することができる。
【０１１７】
制御信号作成部５０２は、検出率の所定のしきい値が設定されており、このしきい値と検
出率算出部５０１で算出された検出率とが比較される。そして、検出率算出部５０１で算



(12) JP 4536319 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

出された検出率がしきい値以上となる場合には、送信パワテーブル２０６に設定されてい
る送信パワをすべて増加させるように指示するテーブル書き換え信号が作成され、変調部
５０３に出力される。つまり、制御信号作成部５０２では、通信リソースの割り振りが決
定される際に除外されるＤＲＣ信号の発生率が所定のしきい値以上となる場合には、各Ｄ
ＲＣ信号の送信パワを現在よりも一律に増加させるように指示するテーブル書き換え信号
が作成される。
【０１１８】
テーブル書き換え信号は、変調部５０３にて変調され、拡散部５０４にて拡散され、多重
部１０８に出力される。拡散後のテーブル書き換え信号は、多重部１０８にて送信データ
およびパイロット信号と多重され、送信ＲＦ部１０９にて無線周波数に周波数変換され、
共用器１１０を介してアンテナ１１１から各通信端末に無線送信される。
【０１１９】
基地局から無線送信された無線信号は、通信端末のアンテナ２１３に受信され、共用器２
１２を介し、受信ＲＦ部２１４にてベースバンドに周波数変換される。ベースバンド信号
は、逆拡散部６０１にて逆拡散され、復調部６０２にて復調されてテーブル書き換え信号
が抽出される。抽出されたテーブル書き換え信号は、テーブル書き換え部６０３へ出力さ
れる。
【０１２０】
そしてテーブル書き換え部６０３によって、テーブル書き換え信号に従って送信パワテー
ブル２０６の内容が書き換えられる。つまり、テーブル書き換え部６０３は、送信パワテ
ーブル２０６に設定されている送信パワをすべて増加させる。
【０１２１】
なお、上記説明では、テーブル書き換え部６０３が送信パワテーブル２０６の内容を書き
換える構成としたが、本実施の形態を実施の形態２に係る通信端末に適用し、テーブル書
き換え部６０３が図６に示す符号語テーブル４０２の内容を書き換える構成としてもよい
。
【０１２２】
この場合、本実施の形態に係る基地局の制御信号作成部５０２は、検出率算出部５０１で
算出された検出率がしきい値以上となる場合には、符号語テーブル４０２に設定されてい
る符号語の最小符号間距離をすべて大きくするように指示するテーブル書き換え信号を作
成する。つまり、制御信号作成部５０２は、通信リソースの割り振りが決定される際に除
外されるＤＲＣ信号の発生率が所定のしきい値以上となる場合には、各ＤＲＣ信号に対応
する符号語の最小符号間距離を現在よりも一律に大きくするように指示するテーブル書き
換え信号を作成する。そして、通信端末のテーブル書き換え部６０３は、テーブル書き換
え信号に従って符号語テーブル４０２の内容を書き換える。つまり、テーブル書き換え部
６０３は、符号語テーブル４０２に設定されている符号語を、現在よりも最小符号間距離
をすべて大きくした符号語に書き換える。
【０１２３】
このように本実施の形態では、通信リソースの割り振りが決定される際に除外されるＤＲ
Ｃ信号の発生率に基づいて送信パワテーブルまたは符号語テーブルの内容を書き換える。
換言すれば、本実施の形態では、通信環境の変動に対応して適応的に送信パワテーブルま
たは符号語テーブルの内容を書き換える。つまり、、本実施の形態によれば、通信環境が
悪化して通信リソースの割り振りが決定される際に除外されるＤＲＣ信号の発生率が所定
のしきい値以上となった場合に、各ＤＲＣ信号の送信パワを増加させ、または各ＤＲＣ信
号に対応する符号語の最小符号間距離を大きくするため、通信環境が悪化した場合にもＤ
ＲＣ信号の誤り発生率を抑えることができる。
【０１２４】
なお、本実施の形態では、検出率の所定のしきい値は、通信システムが適用される環境を
考慮して適宜定められる。
【０１２５】



(13) JP 4536319 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

また、本実施の形態では、制御信号作成部５０２にさらに２つ目の所定のしきい値を設定
し、検出率算出部５０１で算出された検出率がこの２つ目のしきい値よりも小さくなる場
合には、送信パワテーブル２０６に設定されている送信パワをすべて減少させるように指
示するテーブル書き換え信号を作成するようにしてもよい。これにより、ＤＲＣ信号の受
信品質が過剰となる場合にはＤＲＣ信号の送信パワを下げることができるため、通信端末
の消費電力を削減することができる。
【０１２６】
また、本実施の形態では、不使用ＤＲＣ検出部１１６での検出率に基づいてテーブルの書
き換えを行ったが、移動局から送信されたＤＲＣ信号のうち通信リソースの割り振りの決
定に用いられたＤＲＣ信号の分布に基づいて、その分布が最適な分布になるようにテーブ
ルを書き換えるようにしてもよい。この場合には、図８に示す基地局は、検出率算出部に
代えて使用ＤＲＣ分布判定部を備えて構成され、使用ＤＲＣ分布判定部は、復調部１１４
から出力されるＤＲＣ信号と不使用ＤＲＣ検出部１１６から出力される検出結果とから通
信リソースの割り振りの決定に用いられたＤＲＣ信号の分布を判定し、その分布を示す信
号を制御信号作成部５０２に出力する。また、制御信号作成部５０２は、使用ＤＲＣ分布
判定部から出力された分布を示す信号に基づいて、テーブル書き換え信号を作成する。
【０１２７】
（実施の形態４）
本発明の実施の形態４に係る通信端末は、下り回線の回線品質が良いことを示すＣＩＲ情
報ほど送信パワを高くして送信するものである。また、本発明の実施の形態４に係る基地
局は、所定のしきい値より受信パワが低いＣＩＲ情報を除外して、通信リソースの割り当
てを行うものである。
【０１２８】
上記実施の形態１では、通信端末が、ＣＩＲに基づいて通信モードを決定して、その決定
した通信モードに対応するＤＲＣ信号を所定の送信パワで基地局に送信し、基地局が、Ｄ
ＲＣ信号に基づいて各通信端末への通信リソースの割り振りを決定した。ＤＲＣ信号は、
下り回線の回線品質を示す他の情報（例えば、下り回線のＣＩＲ）に比べ非常に少ないビ
ット数で表すことができるため、ＤＲＣ信号を用いることにより、上り回線の回線使用効
率を高めることができるという長所がある。一方、通信端末は、通信モードを決定してＤ
ＲＣ信号を作成する必要があり、また、通信モード決定用のテーブルやＤＲＣ信号作成用
のテーブル等を備える必要があるため、通信端末の消費電力が増大し、装置規模が大きく
なってしまうという短所がある。
【０１２９】
そこで、本実施の形態では、通信端末が、ＣＩＲ情報を所定の送信パワで基地局に送信し
、基地局が、ＣＩＲ情報に基づいて通信モードを決定した後、各通信端末への通信リソー
スの割り振りを決定する。このようにすることにより、上り回線の回線使用効率が多少低
くなってしまうという短所があるが、通信端末は、通信モードを決定してＤＲＣ信号を作
成する必要がなくなり、また、通信モード決定用のテーブルやＤＲＣ信号作成用のテーブ
ル等を備える必要がなくなるため、通信端末の消費電力を削減でき、装置規模を小さくす
ることができるという大きな長所がある。また、本実施の形態では、基地局において複数
の端末のＣＩＲ情報を比較して正確な通信モードを確実に決定することができるため、本
実施の形態は、各通信端末においてＣＩＲから通信モードを単純に決定することができな
い場合等に、特に有効である。
【０１３０】
以下、本実施の形態に係る基地局および本実施の形態に係る通信端末について説明する。
図１０は、本発明の実施の形態４に係る基地局の構成を示すブロック図である。なお、以
下の説明では、図２と同じ構成には図２と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１３１】
図１０において、復調部７０１は、逆拡散部１１３からの出力信号を復調してＣＩＲ情報
を含む信号（以下、「ＣＩＲ信号」という。）を抽出し、割り当て部７０４に出力する。
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【０１３２】
受信パワ算出部７０２は、逆拡散後のＣＩＲ信号の受信パワを測定し、不使用ＣＩＲ検出
部７０３に出力する。不使用ＣＩＲ検出部７０３には、実施の形態１と同様に所定のしき
い値が設定されており、このしきい値よりも低い受信パワのＣＩＲ信号を検出し、検出結
果を割り当て部７０４に出力する。
【０１３３】
なお、逆拡散部１１３、復調部７０１、受信パワ算出部７０２および不使用ＣＩＲ検出部
７０３は、通信端末ごとに設けられており、それぞれの復調部７０１から通信端末ごとの
ＣＩＲ信号が出力され、それぞれの不使用ＣＩＲ検出部７０３から通信端末ごとの検出結
果が出力される。
【０１３４】
割り当て部７０４は、復調部７０１で抽出されたＣＩＲ信号から不使用ＣＩＲ検出部７０
３で検出されたＣＩＲ信号を除外したＣＩＲ信号が示すＣＩＲ情報に基づいて各通信端末
への通信リソースの割り振りを決定する。そして、割り当て部７０４は、決定した通信リ
ソースの割り振りに基づいて、バッファ１０２に下り送信データの出力を指示し、ＣＩＲ
情報を通信モード決定部７０５に出力する。
【０１３５】
通信モード決定部７０５は、割り当て部７０４から出力されたＣＩＲ情報に基づいて、変
調方式と符号化方式の組み合わせを示す通信モードを決定して、その通信モードを示す信
号を変調部７０６に出力する。また、通信モード決定部７０５は、決定した通信モードに
基づいて、適応符号化部１０３に下り送信データの符号化方式を指示し、適応変調部１０
４に下り送信データの変調方式を指示する。変調部７０６は、通信モードを示す信号を変
調し、拡散部７０７に出力する。拡散部７０７は、変調部７０６からの出力信号を拡散し
て多重部１０８に出力する。
【０１３６】
図１１は、本発明の実施の形態４に係る通信端末の構成を示すブロック図である。なお、
以下の説明では、図３と同じ構成には図３と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する
。
【０１３７】
図１１において、ＣＩＲ情報作成部８０１は、ＣＩＲ測定部２１９で測定されたＣＩＲを
示すＣＩＲ信号を作成して、変調部８０２およびＣＩＲ情報パワ制御部８０４に出力する
。変調部８０２は、ＣＩＲ信号を変調して拡散部８０３に出力する。拡散部８０３は、変
調部８０２からの出力信号を拡散してＣＩＲ情報パワ制御部８０４に出力する。ＣＩＲ情
報パワ制御部８０４は、ＣＩＲの大きさとと送信パワとの対応関係が示されている送信パ
ワテーブル８０５を参照して、パイロットパワ制御部２０９から出力されたパイロット信
号の送信パワに基づいてＣＩＲ信号の送信パワを制御し、送信パワ制御後のＣＩＲ信号を
多重部２１０に出力する。
【０１３８】
逆拡散部８０７は、ベースバンド信号を、通信モードを示す信号を拡散している拡散コー
ドで逆拡散して、逆拡散後の信号を通信モード検出部８０８に出力する。通信モード検出
部８０８は、逆拡散部８０７からの出力信号を復調して、通信モードを検出する。そして
、通信モード検出部８０８は、検出した通信モードに基づいて、適応復調部２１６に下り
受信データの復調方式を指示し、適応復号化部２１７に下り受信データの復号化方式を指
示する。
【０１３９】
次に、上記図１０に示した基地局と上記図１１に示した通信端末との間における信号の送
受の手順について説明する。
【０１４０】
まず、図１１に示す通信端末において、ＣＩＲ測定部２１９では、逆拡散部２１８から出
力されたパイロット信号のＣＩＲが測定され、ＣＩＲ情報作成部８０１にて、ＣＩＲ信号
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が作成される。
【０１４１】
ＣＩＲ信号は、変調部８０２にて変調され、拡散部８０３にて拡散され、ＣＩＲ情報パワ
制御部８０４に出力される。送信パワテーブル８０５には、実施の形態１と同様に、ＣＩ
Ｒの大きさとＣＩＲ信号の送信パワとの対応関係が示されており、ＣＩＲが大きくなるほ
どＣＩＲ信号の送信パワが高くなるように設定されている。つまり、送信パワテーブル８
０５には、実施の形態１と同様に、下り回線の回線品質が良いことを示すＣＩＲ信号ほど
送信パワが高くなるように設定されている。また、送信パワテーブル８０５に設定される
ＣＩＲ信号の送信パワは、実施の形態１と同様に、パイロット信号の送信パワとの比によ
って表されている。
【０１４２】
ＣＩＲ情報パワ制御部８０４においては、パイロットパワ制御部２０９から出力されたパ
イロット信号の送信パワが送信パワテーブル８０５に設定された比によって調節されるこ
とにより、ＣＩＲ信号の送信パワが求められる。そして、ＣＩＲ情報パワ制御部８０４に
おいては、拡散部８０３から出力されたＣＩＲ信号の送信パワがこの求められた送信パワ
に制御され、送信パワ制御後のＣＩＲ信号が多重部２１０に出力される。
【０１４３】
送信パワ制御後のＣＩＲ信号は、多重部２１０においてパイロット信号と多重され、送信
ＲＦ部２１１にて無線周波数に周波数変換され、共用器２１２を介してアンテナ２１３か
ら基地局に無線送信される。
【０１４４】
図１０に示す基地局では、復調部７０１にて、逆拡散部１１３からの出力信号が復調され
てＣＩＲ信号が抽出され、割り当て部７０４に出力される。受信パワ算出部７０２では、
逆拡散後のＣＩＲ信号の受信パワが測定され、不使用ＣＩＲ検出部７０３に出力される。
不使用ＣＩＲ検出部７０３には、実施の形態１と同様に、下り回線の回線品質が最も悪い
ことを示すＣＩＲ信号に誤りが発生しない最低の受信パワがしきい値として予め設定され
ている。そして、不使用ＣＩＲ検出部７０３では、このしきい値よりも小さい受信パワの
ＣＩＲ信号が検出されて、検出結果が割り当て部７０４に出力される。不使用ＣＩＲ検出
部７０３で検出されたＣＩＲ信号は、割り当て部７０４が通信リソースの割り振りを決定
する際に用いないＣＩＲ信号である。
【０１４５】
割り当て部７０４では、復調部７０１で抽出されたＣＩＲ信号から不使用ＣＩＲ検出部７
０３で検出されたＣＩＲ信号が除外された残りのＣＩＲ信号が示すＣＩＲに基づいて各通
信端末への通信リソースの割り振りが決定され、ＣＩＲ情報が通信モード決定部７０５に
出力される。
【０１４６】
通信モード決定部７０５では、割り当て部７０４から出力されたＣＩＲ情報に基づいて、
通信モードが決定され、その通信モードを示す信号が変調部７０６に出力される。通信モ
ードを示す信号は、変調部７０６にて変調され、拡散部７０７にて拡散され、多重部１０
８にて送信データおよびパイロット信号と多重され、送信ＲＦ部１０９にて無線周波数に
周波数変換され、共用器１１０を介してアンテナ１１１から通信端末に無線送信される。
【０１４７】
図１１に示す通信端末では、逆拡散部８０７にて、ベースバンド信号が逆拡散され、逆拡
散後の信号が通信モード検出部８０８に出力される。通信モード検出部８０８では、逆拡
散部８０７からの出力信号が復調されて通信モードが検出され、検出された通信モードに
基づいて、適応復調部２１６に下り受信データの復調方式が指示され、適応復号化部２１
７に下り受信データの復号化方式が指示される。
【０１４８】
このように、本実施の形態によれば、実施の形態１と同様に、下り回線の回線品質が良い
ことを示すＣＩＲ信号ほど送信パワを高くして送信するため、基地局において使用される
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頻度の高いＣＩＲ情報の誤り発生率を低くすることができる。これにより、誤ったＣＩＲ
情報に基づいて通信リソースの割り振りが決定される可能性を低くすることができるので
、下り回線のスループットの低下を防止することができる。
【０１４９】
また、本実施の形態のよれば、実施の形態１と同様に、下り回線の回線品質が最も悪いこ
とを示すＣＩＲ信号が誤って受信されない最低の受信パワよりも低い受信パワのＣＩＲ信
号を除外するため、下り回線の回線品質が悪いことを示すＣＩＲ信号が従来に比べ低い送
信パワで送信されても、誤ったＣＩＲ情報に基づいて通信リソースの割り振りが決定され
ることを防止することができる。
【０１５０】
なお、本実施の形態に係る基地局を図１２に示すような構成としてもよい。図１２は、本
発明の実施の形態４に係る基地局の別の構成を示すブロック図である。すなわち、図１０
に示した受信パワ算出部７０２および不使用ＣＩＲ検出部７０３に代えて、尤度算出部９
０１および不使用ＣＩＲ検出部９０２を備えて基地局を構成するようにしてもよい。なお
、以下の説明では、図１０と同じ構成には図１０と同じ符号を付してその詳しい説明は省
略する。
【０１５１】
図１２において、尤度算出部９０１は、ＣＩＲ信号の確からしさの度合いを示す尤度を算
出し、不使用ＣＩＲ検出部９０２に出力する。不使用ＣＩＲ検出部９０２には、下り回線
の回線品質が最も悪いことを示すＣＩＲ信号に誤りが発生しない最低の尤度がしきい値と
して予め設定されている。そして、不使用ＣＩＲ検出部９０２では、このしきい値よりも
小さい尤度のＣＩＲ信号が検出されて、検出結果が割り当て部７０４に出力される。
【０１５２】
このように本実施の形態に係る基地局を図１２に示すような構成とした場合にも、上記同
様の効果を呈する。
【０１５３】
（実施の形態５）
本発明の実施の形態５に係る通信端末は、下り回線の回線品質が良いことを示すＣＩＲ信
号ほど、他のＣＩＲ信号の符号語に対する最小符号間距離が大きい符号語に変換して送信
するものである。
【０１５４】
図１３は、本発明の実施の形態５に係る通信端末の構成を示すブロック図である。この図
に示すように本実施の形態に係る通信端末は、図１１に示す変調部８０２、拡散部８０３
、ＣＩＲ情報パワ制御部８０４および送信パワテーブル８０５に代えて、符号語選択部１
００１、符号語テーブル１００２、変調部１００３および拡散部１００４を備えて構成さ
れる。なお、以下の説明では、図１１と同じ構成には図１１と同じ符号を付してその詳し
い説明は省略する。
【０１５５】
符号語選択部１００１は、符号語テーブル１００２を参照して、ＣＩＲ情報作成部８０１
で作成されたＣＩＲ信号を、所定の符号語に変換して、変調部１００３に出力する。変調
部１００３は、符号語を変調して拡散部１００４に出力する。拡散部１００４は、変調部
１００３からの出力信号を拡散して多重部２１０に出力する。
【０１５６】
次に、本実施の形態に係る通信端末の動作について説明する。
符号語テーブル１００２には、上記実施の形態２と同様に、ＣＩＲの大きさととＣＩＲ信
号変換後の符号語との対応関係が示されており、ＣＩＲの大きさが大きくなるほど、最小
符号間距離が大きい符号語にＣＩＲ信号が変換されるように設定されている。つまり、符
号語テーブル１００２には、下り回線の回線品質が良いことを示すＣＩＲ信号ほど、最小
符号間距離が大きい符号語に変換されるように設定されている。
【０１５７】
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符号語選択部１００１においては、ＣＩＲ情報作成部８０１から出力されたＣＩＲ信号が
符号語テーブル１００２に設定された符号語に変換されて、変調部１００３に出力される
。変換後の符号語は、変調部１００３において変調され、拡散部１００４において拡散さ
れる。拡散後の符号語は、多重部２１０においてパイロット信号と多重され、送信ＲＦ部
２１１にて無線周波数に周波数変換され、共用器２１２を介してアンテナ２１３から基地
局に無線送信される。
【０１５８】
このように、本実施の形態によれば、実施の形態２と同様に、下り回線の回線品質が良い
ことを示すＣＩＲ信号ほど、他のＣＩＲ信号の符号語に対する最小符号間距離が大きい符
号語に変換して送信するため、基地局において使用される頻度の高いＣＩＲ情報の誤り発
生率を低くすることができる。これにより、誤ったＣＩＲ情報に基づいて通信リソースの
割り振りが決定される可能性を低くすることができるので、下り回線のスループットの低
下を防止することができる。
【０１５９】
また、本実施の形態によれば、実施の形態２と同様に、ＣＩＲ信号の送信パワを増加させ
ることなく基地局において使用される頻度の高いＣＩＲ情報の誤り発生率を低くすること
ができるため、通信端末の消費電力を増加させることなく、誤ったＣＩＲ情報に基づいて
通信リソースの割り振りが決定される可能性を低くすることができる。
【０１６０】
また、本実施の形態によれば、実施の形態２と同様に、符号語の符号長を一定にしたまま
各ＣＩＲ信号に対応する符号語の誤りにくさを変えることができるため、基地局では、各
符号長に応じて復調系統を複数備える必要がないので、基地局の装置構成を簡易にするこ
とができる。
【０１６１】
（実施の形態６）
本発明の実施の形態６～８に係る通信端末は、ＣＩＲ情報のうち変化量が大きい情報ほど
伝播路において誤りにくくして送信するものである。換言すれば、本発明の実施の形態６
～８に係る通信端末は、ＣＩＲ情報のうち大まかな値を示す情報ほど伝搬路において誤り
にくくして送信するものである。
【０１６２】
ここで、「変化量が大きい情報」および「大まかな値を示す情報」とは、具体的には例え
ば、ＣＩＲ値が少数値（例えば、８.７dB）で示される場合には、整数部分（すなわち、
ここでは'８'）のことである。この場合、整数部分の１単位あたりの変化量は１dBであり
、少数部分の１単位あたりの変化量は０.１dBであるため、整数部分が「変化量が大きい
情報」となる。したがって、基地局では、整数部分を誤って受信すると、少数部分を誤っ
て受信した場合に比べて、誤りの度合いが大きくなってしまい、誤った通信モードが決定
されてしまう可能性が高くなる。すなわち、下り回線のスループットが低下する可能性が
高くなってしまう。
【０１６３】
また、ＣＩＲ情報は、通常、限られたビット数の符号語に変換されて基地局に送信される
。また、ＣＩＲ情報の送信に使用できる送信パワや拡散コードの拡散率にも制限がある。
よって、ＣＩＲ情報全体を誤りにくくすることは限界があり、難しい。
【０１６４】
そこで、本発明の実施の形態６～８では、ＣＩＲ情報の送信についての上記制限内で、Ｃ
ＩＲ情報のうち「変化量が大きい情報」（すなわち、「大まかな値を示す情報」）だけで
も正確に受信されるように、上記制限内で「変化量が大きい情報」ほど伝播路において誤
りにくくして送信する。
【０１６５】
以下、本発明の実施の形態６に係る通信端末について説明する。本発明の実施の形態６に
係る通信端末は、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど符号長が長い符号語に変換して送信す
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るものである。
【０１６６】
図１４は、本発明の実施の形態６に係る通信端末の構成を示すブロック図である。なお、
以下の説明では、図１１と同じ構成には図１１と同じ符号を付して、その詳しい説明は省
略する。
【０１６７】
図１４において、ＣＩＲ信号作成部１１０１は、ＣＩＲ測定部２１９で測定されたＣＩＲ
値を符号語に変換してＣＩＲ信号を作成し、作成したＣＩＲ信号を多重部２１０に出力す
る。この際、ＣＩＲ信号作成部１１０１は、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど符号長が長
い符号語に変換してＣＩＲ信号を作成する。
【０１６８】
次いで、ＣＩＲ信号作成部１１０１の構成について説明する。図１５は、本発明の実施の
形態６に係る通信端末のＣＩＲ信号作成部の構成を示すブロック図である。
【０１６９】
図１５において、上位桁情報生成部１２０１は、ＣＩＲ測定部２１９から出力されたＣＩ
Ｒ値のうち上位の桁の値を６ビット符号化部１２０３に出力する。下位桁情報生成部１２
０２は、ＣＩＲ測定部２１９から出力されたＣＩＲ値のうち下位の桁の値を４ビット符号
化部１２０４に出力する。具体的には、例えばＣＩＲ測定部２１９から出力されたＣＩＲ
値が８.７dBであった場合には、上位桁情報生成部１２０１は、'８'という整数部分の値
を６ビット符号化部１２０３に出力し、下位桁情報生成部１２０２は、'７'という少数部
分の値を４ビット符号化部１２０４に出力する。
【０１７０】
６ビット符号化部１２０３は、上位桁情報生成部１２０１から出力された値（ここでは、
'８'）を６ビットの符号語に変換して、６ビットの符号語を時間多重部１２０５に出力す
る。４ビット符号化部１２０４は、下位桁情報生成部１２０２から出力された値（ここで
は、'７'）を４ビットの符号語に変換して、４ビットの符号語を時間多重部１２０５に出
力する。なお、ここでは、ＣＩＲ値を示すのに使用できるビット数は１０ビットであるも
のとする。
【０１７１】
時間多重部１２０５は、１スロットの前半部分に６ビットの符号語を格納し、それに続く
後半部分に４ビットの符号語を格納することにより、ＣＩＲ値の整数部分の符号語（すな
わち、上位の桁の値に対応する符号語）とＣＩＲ値の少数部分の符号語（すなわち、下位
の桁の値に対応する符号語）とを時間多重する。そして、時間多重部１２０５は、時間多
重した１０ビットの符号語をＣＩＲ信号として変調部１２０６に出力する。なお、ここで
は、１０ビットで１スロットが構成され、前半６ビットでＣＩＲ値の整数部分を表し、後
半４ビットでＣＩＲ値の少数部分を表すものとする。
【０１７２】
変調部１２０６は、ＣＩＲ信号を変調して拡散部１２０７に出力する。拡散部１２０７は
、変調部１２０６からの出力信号を拡散して多重部２１０に出力する。
【０１７３】
次いで、上記構成を有する通信端末の動作について説明する。
６ビット符号化部１２０３では、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値（ここでは、'８'）が６ビ
ットの符号語に変換される。一方、４ビット符号化部１２０４では、ＣＩＲ値のうち下位
の桁の値（ここでは、'７'）が４ビットの符号語に変換される。
【０１７４】
６ビットで表される符号語の種類は２6個であり、４ビットで表される符号語の種類は２4

個であるため、６ビットで表される符号語の方が各符号語間における最小符号間距離を大
きくとることができる。よって、６ビットで表される符号語の方が、４ビットで表される
符号語に比べて、他の符号語に誤りにくくなる。つまり、本実施の形態では、ＣＩＲ値の
うち上位の桁の値の方が誤りにくくなる。
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【０１７５】
このように、本実施の形態に係る通信端末は、ＣＩＲ値を示すのに使用できる１０ビット
という制限内で、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど符号長が長い符号語に変換することに
より、変化量が大きい上位の桁の値ほど誤りにくくして送信することができる。これによ
り、伝播路においてたとえＣＩＲ信号に誤りが発生したとしても、基地局では、ＣＩＲ値
のうち上位の桁の値ほど正確に受信できる確率が高くなり、ＣＩＲ値の誤りの度合いを小
さく抑えることができる。よって、基地局では、誤った通信モードが決定される可能性を
低くすることができる。
【０１７６】
なお、本実施の形態においては、上位の桁の値が６ビットの符号語に変換され下位の桁の
値が４ビットの符号語に変換されるとして説明した。しかし、上位の桁の値に対応する符
合語のビット数が下位の桁の値に対応する符合語のビット数よりも多ければ、これらのビ
ット数に特に制限されない。
【０１７７】
（実施の形態７）
本発明の実施の形態７に係る通信端末は、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど送信パワを高
くして送信するものである。
【０１７８】
本実施の形態に係る通信端末は、実施の形態６に係る通信端末と、ＣＩＲ信号作成部１１
０１の内部構成のみが相違するため、以下の説明では、ＣＩＲ信号作成部１１０１につい
てのみ説明する。
【０１７９】
図１６は、本発明の実施の形態７に係る通信端末のＣＩＲ信号作成部の構成を示すブロッ
ク図である。なお、以下の説明では、図１５と同じ構成には図１５と同じ符号を付して、
その詳しい説明は省略する。
【０１８０】
図１６に示すＣＩＲ信号作成部１１０１は、ＣＩＲ測定部２１９で測定されたＣＩＲ値を
符号語に変換した後、上位の桁の値ほど送信パワを高くしてＣＩＲ信号を作成する。
【０１８１】
図１６において、５ビット符号化部１３０１は、上位桁情報生成部１２０１から出力され
た値を５ビットの符号語に変換して、５ビットの符号語を変調部１３０３に出力する。ま
た、５ビット符号化部１３０２は、下位桁情報生成部１２０２から出力された値を５ビッ
トの符号語に変換して、５ビットの符号語を変調部１３０４に出力する。このように、本
実施の形態では、上位の桁の値も下位の桁の値も共に５ビットの符号語に変換されるため
、符号語の点からは、両者間において誤りにくさに差はない。
【０１８２】
変調部１３０３は、５ビット符号化部１３０１から出力された符号語を変調して、上位桁
拡散部１３０５に出力する。また、変調部１３０４は、５ビット符号化部１３０２から出
力された符号語を変調して、下位桁拡散部１３０６に出力する。
【０１８３】
上位桁拡散部１３０５は、変調部１３０３からの出力信号を拡散して、上位桁パワ制御部
１３０７に出力する。また、下位桁拡散部１３０６は、変調部１３０４からの出力信号を
拡散して、下位桁パワ制御部１３０８に出力する。この際、上位桁拡散部１３０５と下位
桁拡散部１３０６とは、拡散率が同じで違う種類の拡散コードを使用してそれぞれ拡散処
理を行う。つまり、ＣＩＲ値の上位の桁の値と下位の桁の値とは、拡散率が同じで違う種
類の拡散コードで拡散される。
【０１８４】
上位桁パワ制御部１３０７は、パイロットパワ制御部２０９から出力されたパイロット信
号の送信パワに基づいて、ＣＩＲ値の上位の桁の値を示す信号の送信パワを制御し、送信
パワ制御後の信号をコード多重部１３０９に出力する。また、下位桁パワ制御部１３０８
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は、パイロットパワ制御部２０９から出力されたパイロット信号の送信パワに基づいて、
ＣＩＲ値の下位の桁の値を示す信号の送信パワを制御し、送信パワ制御後の信号をコード
多重部１３０９に出力する。なお、送信パワの具体的な制御方法は後述する。
【０１８５】
コード多重部１３０９は、ＣＩＲ値の上位の桁の値を示す信号と下位の桁の値を示す信号
とを同一時間帯で多重する。つまり、コード多重部１３０９は、上位の桁の値を示す信号
と下位の桁の値を示す信号とをコード多重する。
【０１８６】
次いで、上記構成を有する通信端末の動作について説明する。
上位桁パワ制御部１３０７では、ＣＩＲ値の上位の桁の値を示す信号が、パイロット信号
の送信パワよりも所定の値だけ高い送信パワに制御される。また、下位桁パワ制御部１３
０８では、ＣＩＲ値の下位の桁の値を示す信号が、パイロット信号の送信パワよりも所定
の値だけ低い送信パワに制御される。つまり、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど送信パワ
が高くなる。
【０１８７】
このように、本実施の形態に係る通信端末は、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど送信パワ
を高くして送信することにより、変化量が大きい上位の桁の値ほど誤りにくくして送信す
ることができる。これにより、伝播路においてたとえＣＩＲ信号に誤りが発生したとして
も、基地局では、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど正確に受信できる確率が高くなり、Ｃ
ＩＲ値の誤りの度合いを小さく抑えることができる。よって、基地局では、誤った通信モ
ードが決定される可能性を低くすることができる。
【０１８８】
また、本実施の形態では、従来のＣＩＲ信号の送信パワ（つまり、ここでのパイロット信
号の送信パワ）に比べ、上位の桁の値については送信パワを高くし、下位の桁の値につい
ては上位の桁の値について高くした分だけ送信パワを低くして、送信パワの増減値の合計
を±０dBとすることにより、ＣＩＲ信号全体の送信パワを従来のＣＩＲ信号の送信パワと
同一に保つようにした。よって、本実施の形態によれば、ＣＩＲ信号の送信パワを従来と
同一に保ったまま、上位の桁の値ほど誤りにくくして送信することができる。つまり、上
り回線のキャパシティを従来に比べ減少させることなく、上位の桁の値ほど誤りにくくし
て送信することができる。
【０１８９】
（実施の形態８）
本発明の実施の形態８に係る通信端末は、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど拡散率の高い
拡散コードで拡散して送信するものである。
【０１９０】
本実施の形態に係る通信端末は、実施の形態６および７に係る通信端末と、ＣＩＲ信号作
成部１１０１の内部構成のみが相違するため、以下の説明では、ＣＩＲ信号作成部１１０
１についてのみ説明する。
【０１９１】
図１７は、本発明の実施の形態８に係る通信端末のＣＩＲ信号作成部の構成を示すブロッ
ク図である。なお、以下の説明では、図１５または図１６と同じ構成には図１５または図
１６と同じ符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１９２】
図１７に示すＣＩＲ信号作成部１１０１は、ＣＩＲ測定部２１９で測定されたＣＩＲ値を
符号語に変換した後、上位の桁の値ほど拡散率の高い拡散コードで拡散してＣＩＲ信号を
作成する。
【０１９３】
図１７において、上位桁拡散部１４０１は、変調部１３０３からの出力信号を拡散して、
時間多重部１２０５に出力する。また、下位桁拡散部１４０２は、変調部１３０４からの
出力信号を拡散して、時間多重部１２０５に出力する。この際、上位桁拡散部１４０１は
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、下位桁拡散部１４０２で使用されるのと同じ種類で、かつ下位桁拡散部１４０２での拡
散率よりも高い拡散率の拡散コードで拡散処理を行う。つまり、ＣＩＲ値の上位の桁の値
は、下位の桁の値よりも高い拡散率で拡散される。これにより、上位の桁の値ほど伝搬路
において誤りにくくなる。
【０１９４】
このように、本実施の形態に係る通信端末は、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど拡散率を
高くして送信することにより、変化量が大きい上位の桁の値ほど誤りにくくして送信する
ことができる。これにより、伝播路においてたとえＣＩＲ信号に誤りが発生したとしても
、基地局では、ＣＩＲ値のうち上位の桁の値ほど正確に受信できる確率が高くなり、ＣＩ
Ｒ値の誤りの度合いを小さく抑えることができる。よって、基地局では、誤った通信モー
ドが決定される可能性を低くすることができる。
【０１９５】
また、本実施の形態では、従来のＣＩＲ信号の拡散率に比べ、上位の桁の値については拡
散率を高くし、下位の桁の値については上位の桁の値について高くした分だけ拡散率を低
くする。このようにして、１スロットで送れるデータ量を従来のＣＩＲ信号と同等に保つ
ようにした。よって、本実施の形態によれば、１スロットで送れるデータ量を減少させる
ことなく、上位の桁の値ほど誤りにくくして送信することができる。
【０１９６】
なお、上記実施の形態１に係る通信端末と上記実施の形態２に係る通信端末とを組み合わ
せて実施することも可能である。また、上記実施の形態４に係る通信端末と上記実施の形
態５に係る通信端末とを組み合わせて実施することも可能である。また、上記実施の形態
６～８に係る通信端末をそれぞれ組み合わせて実施することも可能である。また、上記実
施の形態４に係る通信端末が備える送信パワテーブルおよび上記実施の形態５に係る通信
端末が備える符号語テーブルを、上記実施の形態３と同様にして、基地局からの制御信号
に基づいて適宜書き換えることも可能である。
【０１９７】
また、上記実施の形態１～８では、パイロット信号が時間多重される場合について説明し
たが、上記実施の形態１～８はこれに限られるものではなく、パイロット信号がコード多
重される場合にも適用可能なものである。
【０１９８】
また、上記実施の形態１～８では、パイロット信号の受信品質を示す値としてＣＩＲを用
いたが、これに限られるものではなく、受信品質を示せる値であればいかなる値を用いて
も構わない。
【０１９９】
また、上記実施の形態１～５では、不使用ＤＲＣ検出部および不使用ＣＩＲ検出部に設定
される所定のしきい値を固定値としたが、ＤＲＣ信号の誤り率やＣＩＲ信号の誤り率に応
じてしきい値を適応的に変化させる構成としてもよい。
【０２００】
また、上記実施の形態６～８では、各符号語を多重する際には、時間多重およびコード多
重のどちらを用いて多重してもよい。
【０２０１】
また、上記実施の形態６～８では、整数部分１桁、少数部分１桁で表されるＣＩＲ値を一
例に挙げて説明した。しかし、これに限られるものではなく、上記実施の形態６～８は、
複数の桁で表されるＣＩＲ値についてすべて実施可能なものである。
【０２０２】
また、上記実施の形態６～８では、ＣＩＲ値の上位の桁の値を「変化量が大きい情報」と
して説明した。しかし、「変化量が大きい情報」は、必ずしも桁の大きさと対応するもの
ではない。例えば、まず２dBづつ変化する値で０dB，２dB，４dB，６dB…と大まかな値を
示し、その大まかな値に対し１dBの増加の有無を示す情報を付加してＣＩＲ値を整数で表
す方法を採る場合には、２dBづつ変化する値が「変化量が大きい情報」となる。この方法
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では、例えば７dBのＣＩＲ値を表す場合には、６dBを示す情報と１dBの増加が有ることを
示す情報との２つの情報が含まれたＣＩＲ信号が基地局に送信される。この際通信端末装
置は、上記実施の形態６～８と同様にして、６dBを示す情報を１dBの増加が有ることを示
す情報よりも誤りにくくして送信する。
【０２０３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、下り回線の回線品質に基づいて各通信端末に通信
リソースが割り振られる通信システムにおいて、下り回線のスループットの低下を防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】基地局におけるＤＲＣ信号の選択頻度を示したグラフ
【図２】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る通信端末が備える送信パワテーブルの内容を示す図
【図５】本発明の実施の形態１に係る基地局の別の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態２に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態２に係る通信端末が備える符号語テーブルの内容を示す図
【図８】本発明の実施の形態３に係る基地局の構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態３に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態４に係る基地局の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態４に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態４に係る基地局の別の構成を示すブロック図
【図１３】本発明の実施の形態５に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態６に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図１５】本発明の実施の形態６に係る通信端末のＣＩＲ信号作成部の構成を示すブロッ
ク図
【図１６】本発明の実施の形態７に係る通信端末のＣＩＲ信号作成部の構成を示すブロッ
ク図
【図１７】本発明の実施の形態８に係る通信端末のＣＩＲ信号作成部の構成を示すブロッ
ク図
【符号の説明】
１０１，７０４　割り当て部
１０２　バッファ
１０３　適応符号化部
１０４　適応変調部
１０５，１０７，２０４，２０８，７０４，５０４，７０７，８０３，１００４　拡散部
１０６，２０３，２０７，４０３，５０３，７０６，８０２，１００３　変調部
１０８，２１０　多重部
１１３，２１５，２１８，６０１　逆拡散部
１１４，６０２，７０１　復調部
１１５，７０２　受信パワ算出部
１１６，３０２　不使用ＤＲＣ検出部
２０１，７０５　通信モード決定部
２０２　ＤＲＣ信号作成部
２０５　ＤＲＣパワ制御部
２０６，８０５　送信パワテーブル
２０９　パイロットパワ制御部
２１６　適応復調部
２１７　適応復号化部
２１９　ＣＩＲ測定部
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３０１，９０１　尤度算出部
４０１，１００１　符号語選択部
４０２，１００２　符号語テーブル
５０１　検出率算出部
５０２　制御信号作成部
６０３　テーブル書き換え部
７０３，９０２　不使用ＣＩＲ検出部
８０１　ＣＩＲ情報作成部
８０４　ＣＩＲ情報パワ制御部
１１０１　ＣＩＲ信号作成部
１２０１　上位桁情報生成部
１２０２　下位桁情報生成部
１２０３　６ビット符号化部
１２０４　４ビット符号化部
１３０５，１４０１　上位桁拡散部
１３０６，１４０２　下位桁拡散部
１３０７　上位桁パワ制御部
１３０８　下位桁パワ制御部
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